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１ 事業の目的 

本件は、本町所有の余剰用地を有効活用し、自動車駐車場を確保することに

より、居住者の環境改善を図るとともに、パークアンドライドによる地域への

貢献など、町民の利便に資することを目的として、コインパーキングの運営が

できる借受者の公募を実施するものです。なお、地域の常時駐車需要（近隣住

民や事業者等）に対応するため、総駐車区画数の一部を月極駐車場として運営

する提案を妨げません。 

２ 貸付物件の概要 

（１）貸付物件は以下の表のとおりです。 

貸付期間 令和9年2月1日（予定）から令和14年３月31日まで（ただ

し、実際の賃借開始日、営業開始日は別途協議すること） 

なお、駐車場機器の設置及び撤去にかかる期間は貸付期間に

含めること。 

また、貸付期間について、この期間以外の提案も可能とす

る。その場合には提案書に記載すること。 

貸付物件 
豊能町ときわ台１丁目９番地の１５、２０、２１ 

（旧吉川浄水場跡地）想定台数30台 

貸付面積 946.62㎡、6.75㎡、8.47㎡（合計961..84㎡） 

貸付方法 民法第601条に基づく賃貸借契約とする。 

貸付条件 
事業者は、区画線（ライン）、照明灯、精算機、保険等 

駐車場運営に伴う整備工事の責任を負う。精算機の支払いは

現金払いの方法を含むこと。 
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貸付料 事業者からの提案とする。 

（２）貸付面積全体を一括して貸し付けますので、区画線等の形状については

ご提案ください。提案にあたっては、一部を月極駐車場として運営する場合

は、時間貸しと月極の台数と理由を提案書に示してください。 

（３）貸付対象地に係る全面舗装工事と転落防止用のガードレール設置工事等

については、事業者選定後に着手し、引渡し時は舗装工事等が完了した状態

（別紙イメージ図）を想定しています。 

３ 日程 

【スケジュール】 

項目日程等 

① 現地説明会 

貸付物件についての現地説明会は開催しませんので、応募希望者は事前連絡

のうえ豊能町と日程を調整し、現地を確認してください。 

② 募集告知 

（募集要項の配布） 

配布期間：令和8年6月15日（月）から令和8年7月3日（金）まで 

配布場所：豊能町役場 ２階 行財政課にて 

配布時間：午前9時00分から午後5時30分まで（ただし土日祝日を除く） 
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※豊能町ホームページからもダウンロードできます。 

③ 質疑受付期間：令和8年6月19日（金）から令和8年6月26日（金）まで 

※質疑回答は令和8年7月3日（金）までに随時行います。 

④ 応募申込期間：令和8年7月3日（金）から令和8年7月10日（金）まで 

受付時間：午前9時00分から午後5時30分まで（ただし持参の場合は、土日

祝日を除く） 

⑤ 提案内容の審査（借受予定者の選定） 

令和8年7月下旬から令和8年8月上旬（予定） 

⑥ 審査結果の通知（借受予定者の決定） 

令和8年8月中旬（予定） 

⑦ 細部協議開始 

令和8年8月中旬～（予定） 

豊能町と提案内容の細部についての協議を行います。 

協議が整い次第、貸付契約の締結を行います。 

（注）｢細部協議開始｣以降の日程については、別途協議いたします。 

４ 応募者の資格要件 

応募申込みができる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とします。 

（１）過去３ヵ年において、コインパーキング事業の管理運営をした実績を有
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している者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第

167条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（３）国税並びに地方税を滞納していない者であること。 

（４）入札参加資格登録業者においては豊能町建設工事等請負業者入札参加停

止要綱に基づく指名停止期間中にある者でないこと。 

（５）会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第

225号）に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされていな

い者。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77

号）第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員が経営す

る法人若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する法人若しくはこれらに準ず

る者に該当しない者。 

５ 貸付契約の主な条件 

（１）貸付契約の内容 

本件は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の5第1項の規定に基づく

貸付とし、民法第601条に基づく賃貸借契約とする。 

（２）貸付期間 
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貸付期間は、令和9年2月1日（予定）から令和14年３月31日までとします。 

なお、駐車場機器の設置及び撤去にかかる期間は貸付期間に含めるものとしま

す。期間満了２カ月前までに事業者または豊能町からの書面による契約終了の

意思表示がない場合は、自動的に１年間更新され、その後も同様とします。 

（３）貸付料 

貸付料（年額）は、事業者の提案に基づき、町長が決定するものとします。 

（４）貸付物件の用途指定 

貸付物件は、前記２（１）の表のとおり、コインパーキング運営の用途（以下 

「指定用途」という。）に供さなければなりません。ただし、地域の常時駐車

需要（近隣住民や事業者等）に対応するため、総駐車区画数の一部を月極駐車

場として運営する提案を妨げません。指定用途にはその運営に必要な工作物の

設置を含みます。 

（５）禁止事項 

貸付物件について、次の行為をすることはできません。 

ア 貸付物件を指定用途以外の用途に供すること。 

イ 貸付物件に建物を建築すること。 

ウ 貸付物件を第三者に転貸すること。 

エ 本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を設定すること。 
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オ 貸付物件において公序良俗に反する行為をすること。 

（６）実地調査等 

前記（４）及び（５）の履行を確認するため、町が貸付物件の利用状況等につ 

いての実地調査を実施するとき、又は関係資料の提出を求めたときは、借受者

は必ず町に協力すること。 

（７）資料の提出等 

ア 事故等のトラブル 

事故等のトラブルが発生した際には、速やかに報告を行うこと。 

イ 借受者は、毎年１回、コインパーキングの利用状況等を記載した事業報告

書を作成し、各年度終了後速やかに、町に提出するものとします。なお、町は

これを公表できるものとします。 

ウ 借受者は、町からの要請を受けた場合には、近隣住民等への説明会を開催

し、必要に応じて資料の作成及び説明を行うものとします。 

エ 豊能町情報公開条例(平成9年豊能町条例第1号)に基づく開示請求又は町議会

からの要請を受けた場合には、借受者は町に協力するよう努めるものとしま

す。 

オ 町が、債権の保全上必要があると認めるとき、又は第三者に貸付物件を転

貸している疑いがある場合等において確認の必要があると認めるときは、町は



7 

 

借受者に対してその参考となるべき資料の提出又は報告を求めることができる 

ものとします。 

（８）貸付物件の引渡しと返還 

貸付物件は貸付期間の初日（全面舗装工事と転落防止用のガードレール設置工

事後）に現況有姿の状態で引渡します。返還にあたり、借受者は引渡し時点と

同じ現状に回復しなければなりません。月極駐車場として運営している場合は

月極契約をすべて解約し、返還してください。ただし、貸付期間の満了前に、

次の期間も引き続き同じ貸付物件を使用できることが明らかになったときは、

当該貸付物件を現状に回復することなく、引き続き使用することができます。 

借受者が次の貸付期間における借受者（以下、「次期借受者」という。）と

異なる場合は、必要に応じて、次の貸付期間の契約締結後速やかに町、借受者

及び次期借受者と、当該貸付物件の原状回復に関する協議を行うものとしま

す。 

また、貸付物件の引渡し後に借受者が埋設物の施工や工作物の設置を行った場

合は、町の指示により、速やかに埋設物の施工、工作物の設置に関する図面、

写真等の土地利用状況に関する書類を提出するものとします。 

６ 駐車場に関する条件 

（１）貸付物件におけるコインパーキング事業の運営（以下「駐車場事業」と
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いう。）は、24時間の営業が可能とします。ただし、近隣住民等の迷惑となら

ないよう十分に注意するものとします。 

（２）借受者は、駐車場事業の実施について、24時間年中無休で対応するコー

ルセンターを設けて運営するものとします。 

（３）借受者は、対象となる区画とそれ以外の区画が明確に判別できるよう

に、区画線の色を変更するなどして運営するものとします。 

（４）借受者は、駐車場のレイアウト、機器の設置場所等を明示した計画書を

契約締結後速やかに、町へ提出し協議するものとします。なお、自動二輪車、

原動機付自転車等の利用はできないものとします。 

（５）借受者は、案内看板の色彩、デザイン等を設置する場合について、町と

協議するものとします。 

借受者は工作物等の構造や色彩等について景観へ配慮した仕様の採用に努める

ものとします。 

（６）借受者は、照明機器や防犯カメラ等の設置をする場合は、事前に地域住

民へ説明を行い、了解を得た上で、町と協議するものとします。 

（７）借受者は、駐車場事業にかかる経費を原則自ら負担するものとします。

なお、構造的に直接負担することができない場合は、町と借受者が協議して、

負担等を決定するものとします。 



9 

 

（８）借受者は、駐車場事業に必要な電気について、原則として直接電気事業

者と契約するものとします。また、借受者は、省電力に配慮し、環境負荷を低

減した駐車機器の設置に努めるものとします。 

（９）借受者は、利用者用に機器の説明書きを表示するものとします。なお、

高齢者や色覚障害者などの利用者にも配慮を行うものとします。 

（10）借受者は貸付期間中、借受者の負担で施設賠償責任保険に加入するもの

とし、加入後、町に保険証券の写しを提出するものとします。 

（11）借受者は、貸付物件内において工事を行う場合は、工事内容及び期間等

について、事前に町と協議の上、実施するものとします。 

（12）借受者は、契約締結後、緊急連絡体制を町に届け出るものとします。 

（13）借受者は、事故、故障等が発生した場合には、迅速かつ誠実に対応する

ものとし、事故、故障等の内容について、直ちに町に報告するものとします。 

（14）大雨や災害等の緊急時ならびに周辺地域において応急対応が必要となっ

た時、町から要請があった場合、借受者はできる限り協力するものとします。 

（15）借受者は、町からの要請があった場合には、必要となる資料等の提供に

ついて協力するものとします。 

（16）借受者は、駐車場事業の設備等の保守には万全を期し、清掃及び除草等

景観整備に努めるものとします。 
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（17）借受者は、長期放置車両に対する対策の計画書を町に提出するものとし

ます。また、町から指摘があった場合には、借受者は撤去の手続きを取るもの

とします。 

（18）借受者は、関連する法令を遵守するものとします。 

（19）借受者は、駐車場事業について、利用者や近隣住民等の安全に十分配慮

するものとします。 

（20）利用者や近隣住民等からの苦情については、借受者が一切の責任をもっ

て対応するものとし、また、町からの対応要請があった場合も同様とします。 

７ 応募の手続き等 

（１）基本的な考え方 

ア 本要項の内容に基づいて、コインパーキングの運営を行うことを条件に借

受者を公募します。 

イ 借受予定者の選定に当たっては、提案の内容及び応募者の経営基盤や実績

といった事業主体としての適格性を総合的に審査し、最も優れた評価を得た応

募者を借受予定者として決定し契約をします。次に優れた評価を得た応募者を

次点者とし、借受予定者が契約しない場合等には、次点者と契約をします。 

（２）提案書類及び部数 

名称 様式 部数 

①参加申込書 様式１ １部 
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②誓約書 様式２ １部（町の入札参加資格者名簿登録

者は不要） 

③会社概要 任意様式 １部 

④業務実績書 様式３ １部 

⑤提案書 任意様式 ４部 

⑥貸付料見積書 様式４ １部 

⑦財務諸表の写し＊ 任意様式 １部（町の入札参加資格者名簿登録

者は不要） 

＊直前決算2年間分の損益計算書、賃借対照表、株主資本等変動計算書（利益

処分計算書）について、法人名を明記して提出してください。 

提出書類の返却は行いません。また、現地説明会は行いませんので、応募者

は、申込前に必ず貸付物件と関係法令を確認してください。 

（３）提出先 

大阪府豊能郡豊能町余野４１４－１ 

豊能町総務部行財政課 

電話：072-739-3416（直通） 

（４）提出期間 

令和8年7月3日（金）から令和8年7月10日（金）まで（午前9時00分から

午後5時30分。ただし持参の場合は土日祝日を除く） 

（５）提出方法 

提出書類を提出場所に直接持参又は郵送とする。ただし、郵送による場合
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は、提出期間内に配達されたものを有効とする。 

（６）現地説明会 

 貸付物件についての現地説明会は開催しませんので、応募希望者は事前連

絡のうえ豊能町と日程を調整し、現地を確認してください。 

８ 借受予定者の選定等 

（１）借受予定者の選定方法 

町において企画内容や実施能力等を審査し、総合的に判断の上、応募者の中

から借受予定者及び次点者を決定します。（評価内容により次点者を定めない

ことがあります。）なお、応募が１者のみの場合でも審査を行い、一定の水準

に達していない場合は契約交渉をしないことがあります。 

(２) 審査の実施 

提出書類の内容に基づき町が審査を実施します。なお、企画提案書類の内容

について、町から質問する場合があります。その場合は、速やかに書面で回答

してください。 

(３) 審査基準（100点満点） 

項目 評価項目 評価の視点 配点 

財政 財政的効果 貸付料見積の額 40 

事業内容 用地の有効活用 用地の特性を活かした提案 20 



13 

 

であるか 

実現性 提案が具体的で実現可能な

ものであるか 

10 

安全面への配慮 設備面が安全面に配慮され

たものであるか 

10 

事業実績 類似事業実績 事業者の駐車場の運営実績 10 

地域貢献 地域貢献 地域への貢献の提案が含ま

れているか 

10 

＊審査点の平均点が60%以上の者を合格とし、そのうち最上位の者を選考し、

2位を次点とする。なお、60%以上の者がないときは、合格者なしとする。 

(４) 失格要件 

次の失格要件に該当すると認められる場合は、審査の上、失格とします。 

ア 本要領に定める応募者の資格要件を満たしていない場合 

イ 企画提案書類が、本町の示す要件を満たしていない場合 

ウ 企画提案書類に虚偽の記載があることが判明した場合 

エ 書類に不備がある場合 

(５) 借受予定者の選定 

ア 借受予定者の選定は、令和8年7月下旬から令和8年8月上旬に行う予定で
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す。 

イ 提案に優劣をつけ難い場合は、該当者全員に連絡の上、抽選を行う場合が

あります。 

(６）審査結果の通知及び公表 

審査の結果については、応募者に書面で通知しますが、審査結果や内容に関す

るお問い合わせには応じられません。なお、審査結果については、会社名を豊

能町ホームページで公表する予定ですので、予めご了承ください。 

(７）借受予定者の決定の取消し 

次の場合には、借受予定者の決定を取り消します。 

ア 正当な理由がなく、期限までに貸付契約の締結に応じなかった場合 

イ 借受予定者の決定から契約締結までの間に、借受予定者について資金事情

の変化等により、契約の履行が確実でないと町が判断した場合 

ウ 著しく社会的信用を失墜する等により、借受予定者が明らかに公有財産の

契約相手方として相応しくないと町が判断した場合 

エ 借受予定者が本要領に定める応募者の資格要件に適合しなくなった場合 

(８) 契約交渉に係る留意点 

借受予定者との契約が不調となった場合は、借受予定者としての決定は無効

となり、次点者と契約交渉を行います。 
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９ 契約の締結等 

(１)貸付契約の締結 

ア 町と借受予定者は、契約交渉が整い次第、貸付契約を締結することとしま

す。 

イ 借受予定者が本件契約を締結しない場合、借受予定者としての決定は無効

となります。 

（２）土地の引渡し 

土地は、貸付期間の初日に現状有姿（舗装工事が完了した状態）のまま引き

渡します。 

１０ その他 

（１）本要項に定めるもののほか、地方自治法、同施行令、豊能町財務規則に

定めるところによります。 

（２）応募申込みに関して使用する言語は日本語とし、使用する単位は計量法

に定めるところによるものとします。 

（３）提出された書類等については、本件に係る資格審査及び借受予定者の選

定以外の目的で、提出者に無断で使用いたしません。 

（４）本要領に関する問い合わせ先は、次のとおりです。 

豊能町余野４１４－１ 
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豊能町総務部行財政課 

電話：072-739-3416（直通） 

Ｅmail：zaisei@town.toyono.osaka.jp 


